
平成２２年度 第２５回 役員会議事要旨 

 
日 時  平成２３年２月９日（水） １０時３０分～１１時３２分 
 
場 所  学長室 
 
出席者  学長，瀨口理事，中島理事，米倉理事，宮﨑理事，緒方理事 
 
オブザーバー  後藤学長室室長，増子評価室室長 
 
 
◎ 学長から第２１回から第２４回の役員会議事要旨確認の依頼があった。 

 
審議事項 
 
（１）国立大学法人佐賀大学施設整備事業競争参加資格等審査委員会規程及び 

国立大学法人佐賀大学建設コンサルタント選定委員会規程の一部改正に 
ついて 
学長から，本件は，平成２２年１１月１７日の役員会で審議了承された

が，１月２６日開催の役員会報告案件において，規程の一部文言等の修正

意見があったため，今回所要の改正を行うもので審議願いたい旨の説明が

あった。 
また，環境施設部長から，１１月１７日開催の役員会で審議了承された

両規程の修正した箇所について補足説明があり，審議の結果了承された。 
 
（２）佐賀大学学生の懲戒等実施細則の制定について 

学長から，本件は，学生の飲酒死亡事故の調査結果を踏まえ，今後の再

発防止等の趣旨で懲戒基準を定めるもので，１月１２日の役員会で協議の

上，１月２１日の教育研究評議会で審議された際，評議員から一部文言の

修正及び第４条の解釈について意見があったため，今回その修正等を踏ま

え所要の改正を行うもので審議願いたい旨の説明があった。 
また，瀨口理事から，条文や懲戒の種類について修正した箇所及び２月

４日に評議員に対し，修正した細則，修正した内容の確認事項及び懲戒フ

ローチャート等を報告している旨の補足説明があり，審議の結果了承され

た。 
 
（３）評価結果の活用に関する指針等の見直しについて 

学長から，本件は，本学の運営及び諸活動の向上に向けて，自律的に自

己点検・評価を実施し，その上で自己点検・評価結果を活用したマネジメ



ントサイクルを推進するための方針を策定するものであり，審議願いたい

旨の説明があった。 
また，米倉理事から，第１期中期目標期間で法人の評価の実施体制が整

備され，今後，法人の自主性・自律性を尊重しつつ着実な自己点検・評価

の取組が求められることから，本学で実施している自己点検・評価及び評

価結果の活用に関する仕組みを整理し，「方針」として明文化する旨の補足

説明があり，審議の結果了承された。 
 
（４）国立大学法人と文部科学省との意見交換について 

学長から，本件は，第２期中期目標期間における国立大学法人等の組織

及び業務全般の見直しについて，文部科学省からヒアリングが実施される

ものであり，審議願いたい旨の説明があった。 
また，米倉理事から，意見交換として，①学科・専攻毎の過去３年間の

入学定員・入学者数・充足状況，②既存組織の見直し状況，③平成２１年

６月文部科学大臣通知における組織見直しの事項毎の対応状況についての

三つの資料を作成する必要があること，また意見交換のポイントは③の進

捗状況，特に教員養成系学部の組織の見直しになる旨及び今後のスケジュ

ール等について補足説明があり，審議の結果了承された。 
 
（５）その他 
   特になし。 
 
 
協議事項 
 
（１）佐賀大学学位規則の一部改正について 

学長から，本件は，学位に付記する名称を学部の学科又は課程，研究科

の課程及び専攻ごとに授与される学位の名称が判るようにすること，また

学位記の本籍を削除することにより業務改善を図ることに伴い，所要の改

正を行う旨の説明があった。 
また，総務課長から，本改正は本年４月からの学校教育法施行規則の一

部改正に伴い大学等の教育情報の公表の促進部分に該当するもので，学位

に付記する専攻分野の名称列挙を，学部の学科又は課程ごとに，また研究

科の課程及び専攻ごとに授与される学位の名称を明らかにすること及び業

務改善を図るため，学位記の様式の本籍を削除する旨の補足説明があり，

協議の結果了承され，直近の教育研究評議会及び同評議会後の役員会で審

議することとなった。 
 
 
 



（２）佐賀大学医学部附属病院規則の一部改正について 
学長から，本件は，新たに医学部附属病院に地域医療支援センターが設

置されることに伴い，所要の改正を行う旨の説明があった。 
また，医学部事務部長から，医学部附属病院に佐賀県における地域医療

の充実・発展と救急医療の低準に資することを目的として，不足分野の専

門医師等の養成及び派遣に係る支援，地域へ派遣された医師等への診療及

び教育の支援，診療情報の共有化と地域連携多岐の運用支援等を行う地域

医療支援センターを新たに設置することに伴い，医学部附属病院規則の中

央診療施設等を定めている第７条第１項に本センターを追加する旨の補足

説明があり，協議の結果了承され，直近の教育研究評議会及び同評議会後

の役員会で審議することとなった。 
 
（３）国立大学法人佐賀大学産学官連携推進機構及び地域貢献推進室再編検討 

委員会要項の制定について 
学長から，本件は，産学官連携推進機構及び地域貢献推進室の再編構想

策定のための委員会要項を制定する旨の説明があった。 
また，学術研究協力部長から，本委員会の設置目的，審議事項，組織等

委員会要項について補足説明があり，協議の結果了承され，直近の教育研

究評議会及び同評議会後の役員会で審議することとなった。 
 
（４）その他 
   特になし。 
 
 
報告事項 
 
（１）平成２３年度一般入試志願状況について 

瀨口理事から，平成２３年度一般入試志願状況について，前年度と比較

した場合，志願者総数４，６００名で１０名の減，志願倍率４．２倍は昨

年度並みであること，また前期の志願倍率で２倍になっていない３学科は，

受験生の確保に努力願いたい旨の報告があった。 
また，近年の受験生は地元志向が強い上，志望大学・学部等を選択する

場合に就職率を考慮している傾向にあることから，その点の対応も必要で

ある旨及び平成１６年度からの志願者動向の推移等について併せて報告が

あった。 
 
（２）国際交流センター（仮称）設置準備委員会について 

中島理事から，１月２６日に制定された国際交流センター（仮称）の設

置準備委員会要項に基づいて委員を選任した旨の報告があった。 
 



（３）その他 
 

○ 佐賀大学国際戦略構想に対する文化教育学部からの意見について 
中島理事から，国際戦略構想については，先月開催の教育研究評議会に 

おいて審議・了承いただいているが，その際，各部局からの意見を附帯意 
見として報告していたが，文化教育学部については，今回改めて教授会審 
議後の追加分を含めた意見として出されたため，本意見を文化教育学部の 
附帯意見とする旨の報告があった。 

 
○ 学長から，就職内定状況については速報値でも結構なので，データが出 
たら直ぐにでも報告願いたい旨の要望があった。 


